
   

 

久留米市子どもの学習・生活支援事業 業務委託仕様書 

 

 

１ 委託事業名 

   久留米市子どもの学習・生活支援事業 業務委託（以下、「事業」という。） 

 

２ 事業目的 

  本事業は、生活保護世帯及び生活困窮者自立支援法で規定される生活困窮世帯の子

ども及びその保護者に対し、生活習慣・育成環境の改善や学習支援を実施することに

より、生活習慣・学習習慣の確立、学習意欲や基礎学力の向上を図り、高校への進学

や将来の安定した就職へ繋げることにより、貧困の連鎖を防止することを目的とする。 

 

３ 業務の委託期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 業務の対象者 

（１） 次の各号に掲げるいずれかの条件に該当する世帯の子どものうち、小学５年 

生から中学３年生までの子ども及びその保護者。ただし、居場所型の利用は中 

学生に限る。 

   ①生活保護受給世帯で、子どもの家庭環境や学習環境などに課題がある世帯 

   ②生活困窮者自立支援事業による支援を受けている世帯で、子どもの家庭環境や

学習環境などに課題がある世帯 

 （２）対象者の選定 

    生活保護受給世帯にあっては担当ケースワーカー（以下「CW」という。）が支

援を必要と認める世帯、生活困窮世帯にあっては久留米市生活自立支援センター

の相談支援員（以下「センター支援員」という。）が支援を必要と認める世帯で、

支援を受けようとする場合は、原則として、当該世帯と事業受託者及び CW 又は

センター支援員との面談によって選定する。 

    

５ 業務の実施エリア 

  業務を行うエリアは、市内全域及び居場所型（以下「学習支援」という。）を実施

する場所とする。ただし、学習支援の実施場所は、受託者が確保する場所であって、

市内の中学生が本事業を利用しやすい場所であること及び当事業に適した場所とす



る。 

  

６ 業務の内容 

（１）アウトリーチ型支援 （定員は設けない） 

   ①業務の従事    

原則として、週４日程度、午前９時から午後５時までとし、久留米市内での 

    家庭訪問及び生活支援第１課、第２課執務室内で従事する。 

     ただし、執務室内での机及び椅子（１セット）は市が準備する。 

   ②実施体制   

相談支援員は社会福祉士等の資格を持った職員を２名以上配置することと

し、うち 1名を監督者として業務管理を行うこと。 

③業務内容   

ア 保護者に対する支援として、家庭訪問をとおして子どもへの教育の必要性 

食生活や衛生環境の改善、子どもとの接し方に関する助言等を行う。 

イ 世帯全体に対する支援として、家庭訪問や保護者面談時に相談支援や、各

種事業の情報提供や利用推奨を行う。 

ウ 進路選択に関する支援として、子ども及び保護者に対して、進学に必要な

奨学金などの公的支援の情報提供、子どもの将来の進学や就職に向けた相談

支援を行う。 

エ 教育機関（教育委員会、学校）をはじめとした各種関係機関・支援者との

情報交換や連携調整を行い解決へ取り組む。 

オ 社会資源の活用を踏まえた開拓及び社会資源のネットワークづくりを行

う。 

 （２）学習支援 （定員：２４人程度） 

   ①業務の従事   

原則として、週２回以上、午後６時３０分から午後８時３０分の間、「５ 業

務の実施エリア」で定める実施場所において従事する。 

   ②実施体制 

ア 学習支援員は、社会福祉士等の資格を持った職員を１名以上配置すること

とし、監督者として業務管理を行うこと。 

イ 学習支援の講師は、教職員 OB 等の学習指導経験者及び大学生等の活用を

積極的に行うこと。 

ウ 原則として、支援対象者３名に付き１名程度の講師を配置すること。 

 

   ③業務内容   

ア 居場所での支援員による相談支援、子ども同士の交流の場の提供を行う。 



イ 高校受験に向けての進学支援、学校の勉強の復習、学習の習慣づけを行う。 

ウ 体験活動として、調理実習、農業体験、年中行事の体験や企業訪問を行う。 

エ  健康管理や生活習慣に関する助言等を行う。 

オ 日常生活における挨拶や言葉遣いに関する助言等を行う。 

  

７ 関係書類等の提出及び管理 

  受託者は、事業の実施にあたり、本仕様書の内容に基づき、次に関係書類を作成し 

市へ提出しなければならない。 

 （１）実施計画 

   ①受託者は、あらかじめ本事業の実施計画書を作成し、契約締結後３０日以内に

市へ提出すること。 

   ②実施計画には、次に掲げる事項を掲載すること。 

   ア 業務の実施体制 

    ・各業務担当者の氏名、役割、資格、連絡先等を記載したもの 

   イ 年間の実施スケジュール 

   ウ その他市が必要とする事項 

 （２）報告等 

    受託者は、次に掲げるとおり、業務の実施状況を記載した報告書を作成し、期 

   限までに市へ提出すること。 

   ① 月ごとの報告  

ア 支援対象世帯及び支援対象者への支援状況について、月次報告書を作成し、

翌月１０日までに市へ報告すること。 

イ 実績や効果測定を行い、適宜、支援方針等の見直しを図り実践すること。 

   ② 年度ごとの報告  

     受託者は、年度末ごとに、次に掲げる事項を記載した年間報告書を提出し、

市の検査、承認を得なければならない。 

    ア 年間事業完了報告 

    イ 支援世帯等の支援状況及び支援結果 

    ウ 子どもの進路・進学状況の実績及び分析結果 

    エ その他、必要と認める事項 

 

８ 個人情報の取扱い 

  受託者が業務を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、久留米市個人情報の保 

護に関する法律施行条例（令和５年条例第１号）を遵守し、その取扱いに十分に留意 

し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の保護に関し、必要な措置を講 

じなければならない。 



 

９ 守秘義務 

  受託者は、業務を行うにあたり、業務上知り得た情報を他に漏らし、又は事故の利 

益のために利用してはならない。また、業務終了後も同様とする。 

   

１０ 業務の再委託の禁止 

  受託者は、事業の全部又は一部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない 

ものとする。ただし、あらかじめ市に承認を受けたときはこの限りではない。 

 

１１ 合理的配慮 

  受託者は、業務実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消に関する法律（平 

成２５年法律第６５号）を遵守するとともに、久留米市の取扱いに準じて、障害者に 

対する合理的配慮を提供しなければならない。 

 

１２ その他 

 （１）受託者は、事業内容に疑義が生じた場合には、速やかに市の支持を受けなけれ 

ばならない。  

（２）この仕様書に定めのない事項及び変更せざるを得ない事項が生じた場合は、市 

と協議の上決定するものとする。 

 

 

 


